
厩天圃
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

吉良州司氏（国民）
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の認識｡

（答）

○法科大学志願者の激減を招いた原因としては、

①法科大学院修了者の司法試験合格率が2～3割と低迷

（

したこと、

②平成30年度に実施した法学部学生に対するアンケート

調査結果でも分かるように、法曹資格取得までに時間

的・経済的負担がかかることが、法曹を志望するうえ
での大きな不安や迷いの一つとされていること

などが挙げられると認識しています。

（

【担当課長】高鞠育局専門鮪雛小幡瓢(内線)■値勘■■■､ (淵■■■■
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厭天園
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

吉良州司氏（国民）

問2既存の法科大学院制度は実質的に失敗しているの

ではないか。失敗しているからこそ、法科大学院制度
の改正を試みようとしているのではないか。－度つく
った制度を失敗と認めたくないがゆえの改正ではない
か。

(答）
（

1 ．平成16年4月、法科大学院を中核とするプロセスとし
には、

｡裁判実務以外の す目広い分野で活躍する弁護士等が嵯

るとともに、

･いわゆる司法過疎地と呼ばれる地域が大幅に減少し、国
民の法律サービスへのアクセス向上
など、 と認識しています。

2－方で、

･未修者コース修了者の司法試験の累積合格率は､36校の
募集継続校についても塾_三_劃にとどまっていること
･迭曹資格取得までの時間的･経済的負担が大きいこと

／
Ｉ
、

といった課題があり、

遮坐しているところ弓遮坐しているところです。

3． こうした状況を踏まえて、法科大学院を中核とするプロ
セスとしての法曹養成の理念を堅持しつつ、－人でも多く
の有為な若者が自信を持って法曹を目指すことができる
よう、 することが必要であると考え
ています。

【担当淵高舗青購門鮪課長小幡秘(淵■値通)■■■(淵ロ
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厨天国
平成31年4月24日 （水）衆・文部科学委員会

吉良州司氏（国民）

問3本改正案は、 「人間の本音の行動（ザイン） 」

を軽視した理想論ではないのか。法科大学院の存続

自体を目的化した改正案ではないのか。

（議員は、現実的には学生は司法試験合格を目指して

入学してきているが、法科大学院制度はそうした学

生のニーズに沿っておらず、理想論を掲げたまま改

正を行おうとしているのではないかとの認識。 ）（

(答）

1 ．法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度

は、平成16年度、質・量ともに豊かなプロフェッション

としての法曹の養塵を目指して導入され、その後15年が
経過した今、幅広い分野や司法過疎地域で活躍する弁護士

等が増加するなど、＝定の成果を上げてきたところです。

2しかし、制度発足時に法科大学院の参入を広く認めた結

果、数多くの法科大学院が設置されて過大な定員規模とな
（

り、司法試験合格者数についても、当初の目標が実現でき

墓旦中､法科大学院修了者の合格率が全体として低迷する
事態となっています。

また、法曹を目指す多くの学生も、時間的・経済的負担

が大きいと感じるようになっており、こうした状況の下、

法曹志望者は、大幅な減少を招く状況となっています。

灰貢混~引
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3．今回の改正案は、こうした課題を解消するために、塗型
叡肯の害

により、プロセス養成としての法科大学院教育の実効性の

ある改革を図るものです。

【挫課長】高轍弱専門鮪識》,､幡瓢(内絢■値通)■■■■､ (淵■■■■■

（

（
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厨天国
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

吉良州司氏（国民）

問4今後の法科大学院は、司法試験を目指す勉強の

場でありつつも、社会ニーズに添った法律専門家の

育成と法律リカレント教育に特化すべきではない

か。

(答）

1 ． 21世紀の司法を支える 鬘・量ともに豊かな法曹を輩出す（
るためには、法科大学院を中核とするプロセスとしての法

のもと、法科大学院の修

了等を司法試験の受験資格とする現行制度が創設された

ところです。

2法科大学院の修了を司法試験の受験資格としない場

合、法学教育・司法試験・司法修習の有機的な連携の下

で多様な人材を法曹として養成するというプロセス養成

の趣旨が維持できなくなります。

ｒ
ｌ

3．文部科学省としては、法科大学院を中核とするプロセス
ロ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

としての法曹養成は引き続き重要 であるとの認識のもと、

今回の改正案により法科大学院改革を進めることとして

おり、その上で、各法科大学院が、それぞれの特色を生か

して、リカレント教育を含む多様な教育を行い、有為な人

材を育成・輩出することも重要であり、メリハリある予算
配分などを通じて、こうした取組を支援してまいります。

【担当課長】高舗弱専門鮪課長小幡泰弘(内線)■(劇|■■■､ (淵■■■
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厨天国
平成31年4月24日 （水）衆・文部科学委員会

畑野君枝氏（共産）

】(】1

菩毛

イ后

7】（

(答）

今回の改正案は、司法制度改革審議会意見書に掲げら

れたゴロセスとしての法曹養成の理念を堅持しつつ、
・法科大学院教育の抜本的な充実

･法学部3年と法科大学院2年のルート （3プラス2）

を標準的な運用とし、在学中受験資格を導入すること

時間的・経済的負担の軽減による

･法科大学院の定員管理によ

成制度の実現

る予測可能性の高い法曹
（

といった必要な改革を行うものであり、回意見書の考え
方を変更するものではありません。

柵(内繍■値通)■■■■(淵■■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡
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阿雨園
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

畑野君枝氏（共産）

問2 2018年の告示の改正で、これまで入学定員の3

割以上とされていた未修者の入学枠を撤廃した理由

は何か。また、そもそも未修者への支援を強めるこ

とが必要なのではないか。

(答）

1 ．法科大学院の入学者のうち、 法学部以外の出身者等のｒ
、

割合を3割以上とする努力義務を課す文部科学省告示に
ついては、

・現在の状況では入学者の質の確保の観点から適当でな

里との指摘を踏まえ、
･法科大学院において、 受験者の適性を適確かつ客観的

に判定するための入学者選抜を厳格に実施し、質の高
I■■■■■■■■■■■■■■■■■■

い多様な者を入学させて法曹として輩出することを促

すため、

平成30年3月、多様な知識又は経験を有する者を入学さ

せる努力義務は堅持しつつ、数値基準については設定し●
Ｆ
Ｉ
Ｉ
、

ないこととしたところです。
■■■■■■■■■■■

(参考1）専門職大学院に関し必要な事項について定める件（平成15年文部科学省告示第53

号） （抜粋）※改正前

（法科大学院の入学者選抜）

第3条法科大学院は、入学者のうちに法学を履修する課程以外の課程を履修した者又は実

務等の経験を有する者の占める割合が三割以上となるよう努めるものとする。

(参考2）法科大学院等の抜本的な教育の改善・充実に向けた基本的な方向性（平成30年3

月13日中教審法科大学院等特別委負会） （抜粋）

○法科大学院における未修者教育の理念からすると、純粋未修者や実務経験者を数多く

未修者コースに受け入れることが望ましいが、現在の状況では、法科大学院入学者に占め

る法学系課程以外出身の者又は実務経験者の割合を 「3割以上」とする文部科学省告示

の基準を維持することは､入学者の質の確保の観点から適切でないため、これを見直すべ

きである。

灰實窃~引
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2ただし、法科大学院において、 含萌堯

な人材を法曹として養成するという基本理念に変更はな
_≦、今回の改正案においては、入学者の時期・方法等に
ついて、 するこ

ととしております。

3． さらに、法改正と併せた改革として、

･未修者教育､社会人教育への支援を含む皇リハリある
予算配分の継続、
･各法科大学院が共通して客観的な進級判定を行う仕組

（

みである 全l」 度：認試 』．

とL》つた取組を推進するとともに､引き続き､由央教育
審議会法科大学院等特別委員会において、未修署教育あ
改善方策について御議論いただくなど、法曹となる者の
多様性の確保に努めてまいります。

（

【担譽細高舗韻専門教育課長小幡軸(肉細■値通)■■■(淵■
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厨天国
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

畑野君枝氏（共産）

問3今回の法改正で、法学部と法科大学院の連携を
強化し、 5年一貫教育の「法曹コース」を導入する

が、そもそも法科大学院は設立当初、学部教育とは
独立した法曹養成に特化した教育機関とされていた
はずだが、その理由如何。

（
(答）

1 では、法学部教育を法曹養
することは「現実的妥当性

蔓奴年 雪諄

成に資するよう抜本的に改善することは

E三上上』」とされ、 「法曹養成に特化した教育を行うプ
ロフェッショナル・スクールである法科大学院」の創設
が提言されたところです。
（参考）司法制度改革審臓会意見香（平成13年6月12日） （抄）
大学における法学部教育を何らかの方法で法曹養成に資するよう抜本的に改善すれば問
題は解決されるとの見方もありうるかもしれないが、この考え方は、大学法学部が、法曹
となる者の数をはるかに超える数（平成12年度においては4万5千人余り）の入学者を受
け入れており、法的素養を備えた多数の人材を社会の多様な分野に送り出すという独自の
意義と機能を担っていることを看過するものであり、現実的妥当性に乏しいように思われ
る。

（

2その上で、

いて、教育‘教育の

三F目冊 につ

質を保証する観点から、教員組織につい
て学部や他の研究科からの一定の独立性が求め后矛匡

=I=法科大学院については､入学者選抜の公平性･開
放性・多様性の確保の観点から、学部からの独立が意
識されてきたものと認識しています。

…

1



更問法学部と法科大学院の連携強化は、司法制度改
革審議会意見書と矛盾するのではないか。

(答）

1 ． 司法制度改革審議会意見書においては、塗科大学院導
遮里産室童u塾宣里査_且_友として、法科大学院との役割
分担を工夫するものも含め、大学が独自性を競い合う中
で、全体としての活性化が期待されることとされ、司法
制度改革審議会における議誼の中では、役割分担の例を

（ して「法科大学院の教育課程の基礎部分を実施する」こ
とについても言及されております。
(参考）司法制度改革審膳会集中審麟(第1日)(平成12年8月7日)臓事録(柳
○司法制度改革審議会の依頼により文部省（当時）に設けられた「法科大学院（仮称）
構想に関する検討会議」における検討結果について、同会議の小島武司教授よりご報告
【小島氏】 （中略）法科大学院の設置後も、法学部は存続することを前提に、法曹養成の
ための法学教育については、法科大学院が責任を負うことになりますが、その場合、法
学部を、法的素養を備えた人材を社会の多様な分野に送り出す養成機能を持つ組織とし
て存置するか、あるいは、その機能に加えて法科大学院の教育課程の基礎部分を実施す
る機能をも併有するものとして存置するかは、各大学の判断に委ねることになります。

2今回の法学部と法科大学院が連携強化する改革案は、法
■■■■■■

科大学院の役割は維持した上で､優れた資質を有する法言（

志願者の回復に向け、明確な法曹志望を有する学部段階の
学生に、自校又は他校の産科大学院への進学を見据えた教

するものであり、プロセスと

しての法曹養成制度を提言した司法制度改革審議会意見
であると認識しています。

(棚■値通)■■(淵■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘
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厨天国
平成31年4月24日 （水）衆・文部科学委員会

畑野君枝氏（共産）

問4すでに文部科学省は、2015年から始めた法科大

学院公的支援見直し強化・加算プログラムで、早期

卒業・飛び入学制度を活用する法科大学院に公的支

援の加算を行ってきた。5年一貫教育の「法曹コー

ス」を法曹養成の中心的な流れにしようという考え

なのか。

（

(答）

1 ．法学部3年と法科大学院2年のルート （3プラス2）

については、平成27年6月の法曹養成制度改革推進
合
云

議決定について、 その仕組みの確立及び笂 を推進する

こととされ､各法科大学院に対する蚤リハリある予算配
分を通じて支援を行ってきたところであり、平成31年

度に3プラス2のルートで進学した者は87名となって

います。

（参考）法曹養成制度改革の更なる推進について（平成27年6月30日法曹養成制度改革

推進会議決定） （抜粋）

○文部科学省は、質の確保を前提として、学校教育法上定められた大学院への早期卒

業・飛び入学制度を活用して優秀な学生が学部段階で3年間在学した後に法科大学院

の2年の既修者コースに進学できる仕組みの確立及び充実を推進する。

（

2今回の改正案においては、 学部の早期卒業を前提し

たeプラス2のルートを制度化することとしており、

運用として、在学中受今後は、このルートを標準的な運用として、

験を含めて、時間的・経済的 負担の軽減を図りたいと

考えております。

■剛■■■(携帯）照列
【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線）

1



更問1 3プラス2を標準的な運用にするということ

は、未修者教育を軽視するということか。

(答）

1 ． 3プラス2を標準的な運用にすることは、法科大学院

法学未修者を含む多様な人材を法曹として妻において、

成するという基本理念の変更を意味するものではありま

せん。
■■■■■■■■■■■■■■

（
2したがって、 （先ほど御答弁したとおり、 ）今回の改

正案において、入学者の時期・方法菱に関する未修者や
社会人に対する配盧義務を規定するとともに、法改正と

I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

引き続き、法曹となる者併せた改革を実施することで、引きボ

の多様性の確保に努めてまいります。

／
１
１

■(直通)■■■. (携補
列

胆当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線）

2



更問2早期卒業を前提とする法曹コースにおいて
は、法律科目の学修ばかり重点が置かれ、一般教養

科目など幅広い学修がおろそかになるのではない

か。

(答）

1 ．連携法曹基礎課程（法曹コース）の学生についても、

他の学生と同様、外国語や社会科学・自然科学など法律

科目以外の一般教養科目についても幅広く履修し、法科

であると考えており、中央教育審

委員会においても、そのような考

大学院に進学するべき
〃
，
１
１
Ｋ

議会法科大学院等特別委員会においても、そのような考

えのもと、法曹コースの制度設計について提言されてお

ります。

2法曹コースは早期卒業を前提とするものであります

が、早期卒業は、学部の卒業に必要な単位を学士の学位

を授与するに相応しい優秀な成績で修得した者に認めら

れるものであり、 求められる学修の質と量は、 4年で卒

業する者と蓼zわるものではありません。
ｆ

‐

１

１

、

3． したがって、早期卒業を前提とする法曹コースにおい

ても、学部における多様な学修は可能であると認識して

います。

【担当課長】高等教韻朝教育課長小幡鋤(内繍■値通)■■■(淵|■■■
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厨天国
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

畑野君枝氏（共産）

問ら在学中受験の容認は、法曹養成の中核的な教育

機関としての法科大学院の位置づけや、3年の修業

年限修了が司法試験の受験資格とされてきた法曹養

成制度の在り方を自ら否定するものではないか。

(答）

1 ．在学中受験資格の導入後も、法科大学院は、プロセス

としての法曹養成制度の中核として、将来の法曹として

ｆ
、

必要な理論と実務能力を培う場としての役割を担うもの

であります。

2また、法科大学院在学中受験資格に基づいて司法試験

を受験し、これに合格した者については、司法試験の合

格に加えて法科大学院の修了を司法修習生の採用要件と

プロセスとしての法曹養成帝’することとしているため、

度の理念は引き続き堅持されることとなっております。
（

S. さらに、法科大学院の最終年次に司法試験を受験した

進､主り実務に即し、自身の関心に沿った学修を行うこ
とが可能となることからすると、むしろ、プロセスとし

ての法曹養成制度の中核である法科大学院における教育

の充実にも資する仕組みであると認識しております。

【担当淵高舗育鯛門鮪諦小幡秘(内綱■値通)■■■､ (鶴)■■■■

1



厨天国
平成31年4月24日 （水）衆・文部科学委員会

畑野君枝氏（共産）

問6在学中の司法試験受験を認めれば、 「法曹コー

ス」から進学した場合、法科大学院の1年強で司法

試験を受験できることになる。実務と理論の架け橋

となる法科大学院教育の重要なカリキュラムをどの

ように教育するつもりなのか。

(答）

1 ．法科大学院におけるカリキュラムの在り方について

は、法案が成立した後、中央教育審議会法科大学院等特

別委員会において、具体の検討を進めていくこととして

いますが、各法科大学院においては、司法試験の在学中

受験に対応するため、

・司法試験で問われる科目（法律基本科目や選択科目に

（

相当する科目）を司法試験の前までに

より実務に即し自身の関心に沿った内容の科目 (展開■

先端科目） ？

配当するよう、

考えています。

を司法試験の後に

カリキュラムの見直しが行われるものと

／
Ｉ
、

2特に、法科大学院の最終年次にヨ法試験を受験した
蓮､まり実務に即し、自身の関心に沿った学修を行うこ
とが可能となることからすると、むしろ、プロセスとし

ての法曹養成制度の中核である法科大学院における教育
の充実にも資すると認識しております。

【担当調辮縮關門鮪諦小幡秘(内勘■値通)■■■■､ (携帯)■■■

1



阿天園
平成31年4月24日 （水）衆・文部科学委員会

畑野君枝氏（共産）

問う法案第4条のうち司法試験の科目に該当する内
容はどれか。

ｊ鐘口く

・法案第4条のうち、第1号に規定する学識及び篁旦量
に翌定する応用能力が司法試験で共通して問われる秤冒
l三重当する内容であり、篁3号に規定する学識とその応
用能力が、司法試験の選択科目に該当する内容となりま
す。
（参考）

○改正連携法案（抄）

第4条大学は、法曹養成の基本理念にのっとり、法科大学院において、次に掲
げる学識及び能力並びに素養を酒養するための教育を段階的かつ体系的に実施
するとともに、法科大学院における教育の充実に自主的かつ積極的に努めるも
のとする。

一法曹となろうとする者に共通して必要とされる専門的学識（専門的な法律
知識その他の学識をいう。以下この条において同じ。 ）

二法曹となろうとする者に共通して必要とされる前号に掲げる専門的学識の
応用能力（法的な推論、分析、構成及び論述の能力をいう。以下この条にお
いて同じ。 ）

三前二号に掲げるもののほか、法曹となろうとする者に必要とされる専門的
な法律の分野に関する専門的学識及びその応用能力

1

／
１
１

／
Ｉ
、

【挫淵高等鮪局専門鮪課長小幡鯏(棚■値通)■■■(淵■口

1



厨天国
平成31年4月24日（水）衆。文部科学委員会

吉川元氏（社民）

(答）

1 ．法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制

度は、平成16年度、質ロ量ともに豊か莚プロフェッショ
ンとしての法曹の養成を目指して導入され、その後15年

が経過した今、幅広い分野や司法過疎地域で活躍する弁

護士等が増加するなど、戸定の成果を上げてきたところ
です。

（

2しかし、制度発足時に法科大学院の参入を広く認めた

結果、数多くの法科大学院が設置されて過大な定員規模
となり、 法科大学院修了者の合格率が全 として低迷す（

る事態となっています。

また、法曹を目指す多くの学生も、時間的・経済的負

担が大きいと感じるようになっています。

こうした状況の下、法曹志望者は、大幅な減少を招く
状況となっているところです。

腫画

1



3． このように、法科大学院を中核とする法曹養成制度

を生み出しており、当初の見込みとは異なる状況は、
一
」

プロセスとしての法曹蓋うした課題を解消するために、

成制度は引き続き重要であるとの認識のもと、一人でも

多くの有為な若者が自信を持って法曹を目指すことがで

きるよう、法曹養成制度を再構築することが必要である

と考えております。

秘(内観)■値通)■■■■■■､ (携帯)■■■（ 【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡

／
ｌ
、

2



厨頭府蓼著刀
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問2法科大学院修了者の司法試験合格率は目標に届いてい

ないが、教育内容や有為な人材の確保など、どこに原因が

あると考えているのか。

(答）

1 ．制度発足時に法科大学院の参入を広く認めた結果、数多くの法

科大学院が設置されて過大な定員規模となり、法科大学院修了者ｒ
ｌ
、

の司法試験合格率が全体として低迷する事態となっています。

2．また、合格率が低迷していることを踏まえれば、司法試験で求

められる資能力を確声に身につけられる教育を十分に出来てい

るとは言えないとも考えております。

3． この現状を直視し、 法科大学院勢 を抜本的に するととも

に、文科大臣と法務大臣による定員管理を導丞することにより、
予見可能性の高い法曹養成制度を実現したいと考えております。

ｆ
Ｉ
、

【酷課長】高鞠育牌門教育識,,噛鯏(内纈■値通)■■■(淵■■■■

1
0



両面丙蓼署刀
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問3法科大学院への志望者が激減しているが、原因をどの

ように考えているのか。

(答）

1 ．法科大学院制度は、当初は、司法試験合格者3,000人を目指

し、法科大学院修了者の7～8割が合格できる教育を行うことと

されました。Ｊ
１
、

2． しかしながら、法科大学院志願者唾制度設立当初（平成16年

度）は72,800人おり、法科大学院が最大74校あったところ、王
成31年度の法科大学院志願者は9， 117人に、募集継続する法科

大学院は36校に、それぞれ激減 しているところです。

また、司法同式験合格者数3,000人の数値目標は撤回され、現在
I■■

3．
ー

は当1副 500人程度は輩出 されるよう、必要な取り組みを進める

こととされているところです。

4． このように、法科大学院志望者の激減などを招いた原因としては、

①法科大学院修了者の司法試験合格率が2～3割と低迷（募集
（

継続校36校の累積合格率は全体で7割弱、既修者で8割弱、

未修者で5割弱） したこと、

②平成30年度に実施した法学部学生に対するアンケート調査結

果でも分かるように、法曹資格取得までに時間的・経済的負

担がかかることが、法曹を志望するうえでの大きな不安や迷

いの一つとされていること

などが挙げられると認識しています。

【担当課長】高鞘弱専門教育課長小幡鋤(内線)■値通)■■■■､僻)■■■

1



厨蔽肩蓼署刀
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問4法科大学院の合格者数に対し、入学者が半分以下とな

っているのは、複数校を受験しているからか。

（答）

（

2．入学者数が合格者数の半分程度となっているのは、

・謹数の法科大学院に合橿した上で、一つの法科大学院を進学
先として選択した者がいること

・法科大学院に合格したものの、就職など劃の進路を選捉した
者がいること

といった理由が考えられるところです。

（

【鼬課長】舗鮪賄門鮪課長 ,,､幡鯏(内線)■値通)■■■■. (淵■■■■■

1



砺蓼署刀
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問5学生は司法試験合格率を見て進学する法科大学院を決

めており、今回の法曹養成連携の制度化によってさらに選

択が進み、撤退、淘汰される法科大学院が出てくることが

想定されるが、それは想定の範囲内か。

(答）

1 ．複数の法科大学院に合格した者が進学先を選ぶ観点としては、（

｡修了生のヨ法試験合格率

。提供されている特色ある空リキュラムの内容

･堂費の額や奨学金制度の内容
など様々なものが想定されるところです。

2．文部科学省としては、法科大学院を志望する者が、こうした観

点に関するエ確な情報を得て、適切な進路選択を行えるようにす

ることが重臺であると考えており、そのため、今回の改正案にお
法科大学院の教育課程等の公表に係る規定を新設することいて、

としております。（

3．各法科大学院においては、法学部との連携の有無に関わらず、

教育内容の充実に努めるとともに、法科大学院志望者の進路選択
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(撤退・淘汰ではに資する情報を積極的に公 することにより、

墓_≦、 ）むしろ、 くの有為な志望者の確保に繋げていただきた

且と考えております。

【鵬細高翰育踊門縮諦小幡瓢(内鋤■値通)■■■■､ (淵■■■■

1



厨面肩蓼署刀
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問6学部3年十法科大学院2年の5年一貫型のコースの枠

を600人程度とした根拠如何。

(答）

1 ． 中央教育審議会法科大学院等特別委員会において、法学部や法

科大学院関係者を交えて連携法曹基礎課程（法曹コース）の制度

設計を御議諭し､ただ<中で、（

･法曹コースから法科大学院への接続を確保するため、法曹．
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－ス修了予定者を対象とする選抜枠の設定を認めるべき

･一方で、特定大学から過度な「囲い込み」などを防止するた

め、当該選抜枠は各法科大学院の入学定員の2分の1を上限
とすべき

｡特に、法曹コースの成績をもって、法科大学院既修者コース

の入学者選抜に完全に代替させる_「5年一貫型選抜枠」 .につ
いては、入学者の質の確保の観点から、制度が安定するまで

は入学定員の4分の1 を上限とすべき

といった意見が出されたところであり、現状の定員規模（平成
31年度2,253人）を踏まえると、 「5年一貫型特別選抜枠」

（

の上限は600人程度となります。

2． こうした、 法曹コースを修了して法科大学院に進学しようとす

る者を対象とした選抜の制度設計の詳細については、法案の成立

後、国会での御審謹や
経て、省令やガイドラ

考えております。

ドラ

を番議会の御議論

インにおいて規定することを検討したいと

【挫淵高轍弱専門教育課長小幡瓢(内線)■値通) |■■(淵■■

1



厨天国
平成31年4月23日（水）衆・文部科学委員会

吉川元氏（共産）

０
０
．

人
年
一

Ｏ
２
－

Ｏ
院
‐

５
挙
示
一

bの力､匠

(答）

1 ．文部科学省としては、 法学部3年と法科大学院2年の

ルート （3プラス2）を標準的な運用として、在学中受
q■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

（
験を含めて、時間的・経済的負担の軽減を図りたいと考

えており、まずは、 600人程度を上限として、制度の安

定的な運用を図ってまいりたいと考えております。

（

庫商涜~引

1



更問将来的には拡充するつもりなのか。

(答）

1 ．学部3年と法科大学院2年のルート （3プラス2）が

安定的に運用されることとなれば、各法科大学院の御意

見を踏まえ竺検討したいと考えています。

（

／
，
１
１
１
１
、

庫商話~引

2



更問3プラス2を標準的な運用とするということだ

が、未修者教育についてはどのように考えるのか。

(答）

1 ．今回の改革後も、法科大学院において、法学未修者を

含む多様な人材を法曹として養成するという基本理念に

変更はありません。

2したがって、今ロ

・方法等について、
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

今回の改正案においては、 入学者の時期

（
規定することとしております。
■■■■■■■■■■■■■■■■

3． さらに、法改正と併せた改革として、

・未修者教育、社会人教育への支援を含むメリハリある

予算配分の継続、

･各法科大学院が共通して客観的な進級判定を行う仕組

みである 灌認試験」のZ史市 に格実施幾J
画

､イ

といった取組を推進するとともに、引き続き、中央教育
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

審議会法科大学院等特別委員会において、未修者教育の

いただくなど、法曹となる者のJ議論＝
＝

（ 多様性の確保に努めてまいります。

3

こ
．

〔
』

管
ヱ
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厨天国
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問s法科大学院在学中に司法試験受験資格を認める

と、法科大学院入学後すぐに受験勉強を始めることと

なり、実質的に法科大学院教育が不要になるのではな

いか。

(答）

1 ．法科大学院におけるカリキュラムの在り方については、

法案が成立した後、中央教育審議会法科大学院等特別委員

会において、具体の検討を進めていくこととしています

が、各法科大学院においては、司法試験の在学中受験に対

応するため、

（

(法律基本科目や選択科目に相･司法試験で問われる
④
。

当する科目）を司法試験の前までに
｡より実務に即し自身の関心に沿った内容の科且(展開先
端科目）を司法試験の後に

カリキュラムの見直しが行われるものと考え配当するよう、

ています。
（

2法科大学院が、 法曹として必要な理論と実務能力を培う

壜という役割を担うことは､在学中受験資格の導入後も何
と考えており、特に、法科大学院のるものではないら変

最終年次に亘法試験を受験した後、 より実務に即し、自身

の関心に沿った学修を行うことが可能となることからす
ると、むしろ、プロセスとしての法曹養成制度の中核であ

る法科大学院における教育の充実にも資すると認識して

います。

【挫淵高等鮪局専門教育課長 ﾙ,蝿泰弘(内線)■値通)■■■､ (淵■■■■
1



厨薮府琴署刀
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

吉川元氏（社民）

問9司法制度改革では、 「豊かな人間性の酒養」を目指し

ていたが、在学中の受験資格を認めると、詰め込み教育に

なることで、当初の豊かな人間性の潤養を行うことは難し

くなるのではないか。

(答）

1 ．法科大学院は、

て、質。量ともI質。量ともに

t制度の中核呪1
■■ U 」 とし（

豊かなプロフェッションとしての法曹の養成を

目指して創設されたものです。

2．今般の改革案は、優れた資質・能力と明確な法曹志望を有する

学生力､、法学部等において幅広い学修を行いつつ、珪科大学院と
一貫した教育を受けることができるようにするものであり、法科

大学院が、

は、在学［在学中

法曹として必要な理論と実務能力を培う であること

受験資格の導入後も何ら変わるものではありません。

3．また、在学中受験資格により司法試験を受験する学生にとって

は、受験までの学修期間が短縮することになりますが、

・司法試験受験に先立つ教育の充実が図られることはもちろん、

受験麓に、まり実務に即し自身の関心に沿った学修を行うこと
が可能となること

・在学中受験資格に基づいて司法試験を受験し， これに合格し

た者については， 司法試験合格に加えて’法科大学院修了が司法
修習生の採用要件となること

により、むしろ「プロセス」としての法曹養成制度の中核であ

る渉科大学院教育の理念に沿ってその充実に資すゑものと認識
しています。

【担豐淵高等鮪賄門教育課長 /l､幡鯏(内繍■値通)■■■(淵■|■■■■■■■

（

1



厨面府参考刀
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

串田誠一氏（維新）

問想定1 新制度になってから司法試験の受験者数が激減し

ているということだが、これは当初の予想とは反した結果

なのか。そのための対応策は考えなかったのか。

(答）

1 ．法科大学院制度は、当初は、司法試験合格者3,000人を目指

し、法科大学院修了者の7～8割が合格できる教育を行うことと

されました。
（

2． しかしながら、産科大学院志願者力滞り度設立当初（平成16年
度）は72,800▲おり、注科大学院が最大74桂であったところ、
平成31年度の法科大学院志願者は9， 117人に、募集継続する法

科大学院は36校に、それぞれ激減しているところです。

3． また、これに伴い、 （予備試験合格者が初めて司法試験を受験

した）平成24年の司法試験受験者が8,387人（うち法科大学院

修了資格による受験者は8,302人）であったところ、平成30年

の司法試験受験者が5,238人（うち法科大学院修了資格による受

験者は4，805人）とやはり減少しているところです。
（

4． その中で、司法試験合格者数3,000人の数値目標は事実上撤回

され、現在は当面1,500人程度は輩出されるよう、必要な取り組

みを進めることとされているところです。

5． このように、当初の想定に反し、法科大学院志望者の激減など

を招いた原因としては、

①法科大学院修了者の司法試験合格率が2～3割と低迷 (募集

継続校36校の累積合格率は全体で7割弱、既修者で8割弱、

未修者で5割弱） していること、

医貢涜~引
1



②平成30年度に実施した法学部学生に対するアンケート調査結
名取得冒

担がかかることが、法曹を志望するうえでの大きな不安や迷

いの一つとされていること

などが挙げられると認識しています。

5．平成27年6月の

年度から平成30a年

では、平成27差＝決定

度までの期間を法 斗大学院集中改革期間と位

置付け、 や教育の質の向上のための方

策として、学部早期卒業・飛び入学の推進や、先導的な取組の支
援等を行うこととされております。／

１
１

6．文部科学省では、こうした取り組みを進める大学に対して、法
■■■■■■

弓借 の中で支援を行ってきたと

ころであるが、推進会議決定を踏まえた改革状況を分析した上で

平成30年3月に中教審で取りまとめられた､更なる抜本的な改革
の基本的な方向性を踏まえ、所要の措置を講じるため、今国会に
法案を提出させていただいたところです。

【挫淵高等教弱専門鮪課長小幡鯏(内線)■値通)■■■■､ (淵

（
一身

2

陸
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厭国
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

串田誠一氏（維新）

問想定2昨日の参考人質疑の中で、今回の改正によっ

て法学部が5年間になったようなものだという発言が
あったが、これに対する大臣の見解如何。

(答）

1 ．法学部3年と法科大学院2年のルート （3プラス2 ）の／
Ｉ
、

導入I幸､法曹を志望する学生の多くが｢時間的･経済雨負
坦里主室皇｣を不安として示していることを考慮し、明確
な法曹志望を有する学部段階の学生に､早期から法科天享
院進学を見据えた教育を受ける機会を提供するものです。

2今回の改革案においても、

・迭堂宣凹は、法的思考や政治学的識見の基礎を身に付け
た人材の養成など幅広い目的を有する一方、

（

B.私としては、こうした法学部と法科大学院が連携した法
曹コースの制度化により、優れた資質・能力と明確な法曹
志望を有する学生が､法学部在学段階から、幅広い学修を
丘l,､DD､塗型丞堂瞳生二重_とZ三致宣を受けることが可能
となると考えております。

(参考1）法学部入学者数（平成29年度） ：35,903人

1



(参考2） 「法学部に在籍する学生に対する法曹志望に関するアンケート調査」 （平成

法科大学院を「現在、志望している」又は「現29年10月～11月実施）において、

在、選択肢の1つとして考えている」と回答した法学部生は計22.9％であった。

アンケート対象：平成30年度以降も入学者募集を継続する法科大学院を設置する大

学のうち、法学部を設置する38大学の法学部生

(上段;回答数･人/下段:割合･男）

’
志望していない

(選択験の1つとして
考えたこともない〕

現在,進択肢の1つ

として審えてい為

退去に逃択肢の1つ
として考えていた

現存,志望している 過去に志望していた 回答者數
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厨面府参考刀
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

串田誠一氏（維新）

問想定3現在の合格平均年齢が28.8歳ということは、たと

え在学中受験が認められたとしても合格率は低く、多くの

者は在学中受験後も受験対策に専念するようになり、法科

大学院の意義が薄れてしまうのではないか。

(答）

1 ．法科大学院修了者の司法試験合格率の低迷を踏まえ、法科大学

院教育の充実は喫緊の課題であることから、今回の改正案におい

て、大学の責務に係る規定の改正により、

・司法試験で共通して問われる学識とその応用能力

(．

･司法試験の選択科目として問われる専門的な法律の分野に関す
る学識とその応用能力

等を酒養すべき学識等として規定したところです。

2． また、今回の改正案において、 法科大学院の塾育課程や成績評
価・修了認定の基準・実施状況等の公表を義務付け るとともに、

今後文部科学省令において、

についても、各法科大学院Iについても、各法科大学院に

在学中受験者の人数や、その合格率
（

公表を義務付はることを検討してお
り、在学中受験を念頭に置いた教育課程の質の担保を図ることを

考えております。

3． さらに、法曹養成連携協定制度の創設により、法科大学院と法

学部の連携を充実し、

可能としています。

法学部段階から一貫した教育客行うことも

4． これら法科大学院教育の抜本的充実を図ることにより、在学中

受験をして合格することが可能となると考えております。

灰貢混~刺

1



5．なお、各法科大学院においては、合格したか否かに関わらず、

しっかりと後期の学修を全うし、渉科大学院を修工できるよう、
メンタル面を含めて学修サポートに万全を尽くしていただきたい

と考えております。

その上で、不合格者の多くは次年度の司法試験を受験すること

となるため、各法科大学院においては、在学中受験後における学

修の中心となる、 .より実務に即し自身の関心に沿った内容の科目
(展開先端科目）のみならず、 司法試験で問われる科目 (法律基

本科目や選択科目に相当する科目）についても、学生のニーズを

踏まえ、正課外における演習を含めて、教育の充実に積極的に取
り組んでいただくよう促してまいります。（

【挫識】高轍弱専門教育課長 ,,幡鯏(内繍■値通)■■■■■､ (淵■■■■

（

今
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厨天国
平成31年4月24日 （水）衆・文部科学委員会

串田誠一氏（維新）

（答）

1 ．グローバル化の更なる進展やビジネスモデルの転換等が

工表UE

韮し則

(．

多様なバッククラウンドを有する者が法律行われる中で、

に関係する分野でその知見を活かせるようにすることは

重要です。

現に､迭堂童幽赴童至塞した者が､法科大学院を修了し
て司法試験に合格し、社会の様々な分野で活躍 している例

、法学未修
■|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

も少なくなく、今後とも、法科大学院において、法学未修

者を含む多様な人材を法曹として養成するという基本理
（
念に変更はありません。

※法科大学院修了資格で司法試験に合格した法学部以外の出身者

…平成18年～平成30年：3,935人（法科大学院修了資格による全合格者:22, 179人）

2このため、今回の法改正においては、法科大学院入学者

雌鍾進里壁医を一層促進するため、入学者選抜の時期.
方法等について、
■■■■■■■■■■■■ を規定

することとしています。

灰貢扇~可

1

こ
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3． さらに、法改正と併せた改革として、

・未修者教育、社会人教育への支援を含むメリハリある予

算配公の継続 ：
･各法科大学院が共通して客観的に進級判定に活用する

「共通到達度確認試験」の本年度からの本格実施

といった取組を推進するとともに、引き続き、中央教育審

議会法科大学院等特別委員会等において、未修者教育の改

善方策について具体的に議論いただくなど、法曹となる者

の多様性の確保に努めてまいります。

（ (参考)雪えられる未修者への配慮の例
・各法科大学院の求める学生像（アドミッション・ポリシー）に応じた特定

分野（理系学部等）からの入学者を選抜するための枠の設定

・法的な思考力・表現力等を適確に評価するための長時間の口述試験の実施

考えられる社会人への配慮の例

・入学者選抜の複数回実施

・就業者に配慮した入学者選抜の日時の工夫（試験の休日実施等）

・遠隔地の就業者に配慮した面接方法の工夫(Skypeによる面接の実施等）

・各法科大学院の養成したい法曹像に応じた、社会人経験の評価

【担当細高轍育局専門教育識,,､幡鯏(内繍■値勵■■■■■､ (綿■■■

ｒ
ｋ
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厨頭肩蓼著刀
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

串田誠一氏（維新）

問想定5優れた法曹養成ということであれば司法修習期間

を延ばした方がいいように思うが、法科大学院にこだわる

理由は何か。

(答）

1 ．平成13年6月の司法制度改革審議会意見害においては、司法

試験という「点」のみによる選抜の方法について、 「受験競争が（

ﾖ向が顕著」受験者の受験技術E先のI厳しい状態にあり、 といつ

た指摘がなされるとともに、

「司法が21世紀の我が国社会において期待される役割を十全に

果たすための人的基盤を確立するためには、プロセスとしての

備することが不可欠」、ロj月 であるとされた蔓を銅

ところです。

2．法科大学院の修了を司法試験の受験資格とせず、その代わりと

して司法修習を延長するとなれば、司法試験という_｢点」による
選抜の仕組みに戻ることになると思われます。（

3．法科大学院は、法学教育・司法試験・司法修習を有機的に連携

させたプロセスとしての法曹養成制度の中核的な機関であり、

司法試験において共通して問われる憲法、民法、刑法といつ■

た科目（法律基本科目）はもちろん、
･学生が、それぞれの興味関心に応じて多様な法領域に関する

分野を学ぶことができる科目 （展開・先端科目）
も開設され、将来の法曹としての実務に必要な学識・能力・素

養を酒養する場として、重要な役割を担っております。

圃

1



． ● 、 蟻･ず.- ．●．

4文部科学省としては、渉科大学院を中核とするプロセスとして
であるとの認識のもと、法曹を志望すの法曹養成は引き‘完き菫

安心して法科大学院に進学することができる環境る有為な若者が

を整えるべく、 法科大学院改革に全力を尽くしてまいります。

【担豐調高辮踊門鮪雛小幡秘(内繍■値通) |■■■､ (淵■■■

(‐

（
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厨天国
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

笠浩史氏（未来）

問1 今回の法改正で法科大学院志願者は増えていく

と考えているのか見解如何。

(答）

1 ．今回の改革案においては、

①法曹となろうとする者に必要とされる学識・能力をは

じめ､法科大学院において酒養すべき学識等を具体的
に規定することに加え、
②学部の早期卒業を念頭においた法学部3年と法科大学
院2年のルート （3プラス2）を制度化するととも

（

とし、に、 岩によゐ届0

③法務大臣と文部科学大臣の相互協議の規定を新設し、

法科大学院の定員管理の仕組みを設ける
こととしています。

2これにより、

①法科大学院教育の充実が図られるとともに、（

②_Sプラス2のプロセスを幹として、在学中受験を行
い、従来より2年程度短縮し、最短6年間で法曹資格

童亟畳することができ、時間的・経済的負担が軽減さ
れ、

③法科大学院の定員管理によ る予測可能性の高い法曹

成制度を実現することが可能となります。

3． これらにより、法科大学院への信頼が回復し、法科大

学院志願者の増加につながるものと考えています。

【挫淵鰐鮪開門鮪課長小幡泰弘(内線)■､値通)■■■､ (綿■■■

●

1



、

厨藪府蓼著刀
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

笠浩史氏（未来）

問2法科大学院の定員2, 300人程度の現状で、定員割れが
生じている状況だが、文科省としては現状が適正規模と考

えるのか。

(答）

1 ．制度発足時に法科大学院の参入を広く認めた結果、数多くの法

科大学院が設置されて過大な定員規模となり、司法試験合格者数
についても、当初の目標が実現できない中、法科大学院修了者の

合格率が全体として低迷する事態となっています。

７
４

2． こうした状況を改善し、一人でも多くの有為な若者が窒些LZ
法科大学院に進学し、自信を持って法曹を目指すことができるよ

うにするためには、教育の更なる充実と

里を当然の前提として、渉科大学院の謀法科大学院の課

厳格な成績評価・修了認

程を修了すれば司法試験

回鎚蛙ロ を高め、維持すること

が必要です。

3．そのため、法科大学院の入学定員の総数を現状の2,300人程度

を上限に設定することとし、当面これを上限に法科大学院教育の
改善・充実に取り組んでまいりたいと考えています。

／
、

今後、法科大学院教育を所管する文部科学大臣と司法試験制度4．

§大臣が協議の上、入学定員を制度的に管理するこを所管する法濯

ととし、法曹需要や社会状況、求められる法曹の質といった観点

から、適宜、必要な見直しを行ってまいります。

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘(内線)■、 （直通)■■■■■■、 （携帯)■■■■■■

1



厨天国
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

笠浩史氏（未来）

問S 司法試験の合格率を重視すると法科大学院間で

人気格差が拡大すると考えるが、文科省としては現

状の法科大学院の規模を維持するのか、更に募集停

止する大学が出てくることをやむなしと考えている

のか。

(答）

1 ．文部科学省としては、法曹養成に特化した専門職大学院

としての法科大学院が、その使命を果たし、ヨ法試験合格

（

されていくことは重要と考えています。

2これまでも各法科大学院において、法曹を目指す有為な
人材を入学者として確保するため、魅力ある教育課程の提

供等に努めてきたものと認識しており、文部科学省におい

ても「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」
を通じ、そうした大学への支援を行ってきたところです。

ｒ
’
、 S.今後も現在の定員規模が維持され、各法科大学院が魅力

されるよう、それぞれの教育の改善のあるものとして評価

であり、文部科学省として創意■

工夫ある取組を支援してまいります。

【挫細高鞘育烏専門鮪識小幡秘(肉細■値通)■■■(淵■■■■

1



厨天国
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

笠浩史氏（未来）

間牟如1可‘

（
(答）

1 ．今回制度化する法学部3年（法曹コース）と法科大学

院既修者コース2年のルート （3プラス2）は、法学部

を設置する大掌が、自大学又は他大学が設置する法科大
学院と連携し、円滑に接続する教育課程を編成すること

を促進するものです。

2法科大学院に有為な人材を幅広く集め、質・量ともに

豊かな法曹を養成する上で、このような連携を促進する

ことは重要であり、特に、 地方の法科大学院の募集停

が 、相次ぐ中一
地連携は、 ノ

観点から、 』

地方

に学院が黍法乖
■

生し■■ い蝿

■■

且

ロ

（ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

における法科大学院への進学機会の確保の

、必要性が高いと認識しています。

灰實涜~引

1
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3． 中央教育審議会における議論や法曹コースの制度化を
見据え、法科大学院を設置していない地方大学において
も、法学部に法曹コースを設置する検討が進められてお

り、文部科学省としても、ご指摘の「法科大学院公的支
援見直し強化・加算プログラム」において、本堂固連達

することにより、各大学の取組を促に関する取組を評価

してまいりたいです。

の制度化を見据えた大学間協定（法科大学院一他大学法学部）の例(参考） ｊ

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

ス
別
叫
西
弱
配
四
例
伽
伽
伽
叫
船
躯
叫

一
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

．
ワ
』
１
，
１
ぐ
Ｉ
く
Ｉ
型
Ｉ
，
』
ｎ
座
、
と
，
↑
，
』
ク
ー
、
と
ｎ
Ｊ

鰭
鋼
馴
馴
蜘
剥
卸
卸
蜘
馴
馴
蜘
卸
蜘
剥

ｒ
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

割
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成

‐
；
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平

東北大学法科大学院・新潟大学法学部

中央大学法科大学院・信州大学経法学部

神戸大学法科大学院・鹿児島大学法文学部

中央大学法科大学院・鹿児島大学法文学部

神戸大学法科大学院・新潟大学法学部

中央大学法科大学院・新潟大学法学部

神戸大学法科大学院・熊本大学法学部

九州大学法科大学院・熊本大学法学部

早稲田大学大学院法務研究科・熊本大学法学部

中央大学法科大学院・熊本大学法学部

慶應義塾大学法科大学院・新潟大学法学部

早稲田大学大学院法務研究科・新潟大学法学部

早稲田大学大学院法務研究科・明治学院大学法学部

早稲田大学大学院法務研究科・信州大学経法学部

(，

（

【挫淵高等鮪開門教育雛小幡瓢(内線)■値通)■■■■､ (携帯）■■■
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厨天国
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

笠浩史氏（未来）

Iイ／、丁IりしUーﾕﾛﾉ

が、今回の改葦

室の決意如何。

(答）

1 ．グローバル化の更なる進展やビジネスモデルの転換等

が行われる中で、多様なバックグラウンドを有する者が

ｆ
、

法律に関係する分野でその知見を活かせるようにするこ

とが一層求められています。

2現に、法学部以外を卒業した者が、法科大学院を修了
して司法試験に合格し、社会の様々な分野で活躍してい

る例も少なくなく、今後とも、法科大学院において、法

学未修者を含む多様な人材を法曹として養成することが

重要です。

（ (参考）法科大学院修了資格で司法試験に合格した法学部以外の出身者

…平成18年～平成30年：3,935人（法科大学院修了資格による全合格者：22， 179人）

S. このため、今回の法改正においては、法科大学院入学

者の多様性の確保を一層促進するため、 入学者選抜の時

期・方法等について、 未修者や社会人に対する配慮義藷

を規定することとしています。

灰買房~引

1



(参考）考えられる未修者への配慮の例

・各法科大学院の求める学生像（アドミッション．ポリシー）に応じた特定分野（理系学部等）

からの入学者を選抜するための枠の設定

・法的な思考力・表現力等を適確に評価するための長時間の口述試験の実施

(参考）考えられる社会人への配慮の例

・入学者選抜の複数回実施

・就業者に配慮した入学者選抜の日時の工夫（試験の休日実施等）

・遠隔地の就業者に配慮した面接方法の工夫(Skypeによる面接の実施等）

・各法科大学院の養成したい法曹像に応じた、社会人経験の評価

（
4． さらに、法改正と併せた改革として、

･未修者教育、社会人教育への支援を含むメリハリある

予算配分の継続

･各法科大学院が共通して客観的に進級判定に活用する

の本年度からの本格実施全||痒~‐ 胃忍言式鶴

といった取組を推進するとともに、引き続き、中央教育

審議会法科大学院等特別委員会等において、未修者教育

の改善方策について具体的に議論いただくなど、法曹と

なる者の多様性の確 是に努めてまいりたいです
（

【挫淵熊鮪購門教育課長 /l噸鯏(内線)■値通)■■■■､ (淵■■■■

2



厨天国
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

笠浩史氏（未来）

（答）

1 ．グローバル化の更なる進展やビジネスモデルの転換等が

行われる中で、多様なバックグラウンドを有する者が法律

ヨツ日〃、エノこつIC

アップする場とL

言あるとの認識。

臣

（

に関係する分野でその知見を活かせるようにすることは

重要です。

※法科大学院修了資格で司法試験に合格した法学部以外の出身者

…平成18年～平成30年：3,935人（法科大学院修了資格による全合格者：22, 179人）

2このため、今回の法改正においては、法科大学院入学者

の多様性の確保を一層促進するため、入学者選抜の時期.
（

方法等について、

することとしてIととしてい

土会人や未修者に対する配慮皇 を規定

ます。

S. さらに、法改正と併せた改革として、社会人教育への支

援を含むメリハリある予算配分の継続といった取組を推

進するとともに、引き続き、中央教育審議会法科大学院等

特別委員会等において、社会人・未修者教育の改善方策に

ついて具体的に議論いただくなど、

の確保に努めてまいります。

雪となゐの多荷

1



(参考1）考えられる社会人への配慮の例
・入学者選抜の複数回実施

・就業者に配慮した入学者選抜の日時の工夫（試験の休日実施等）

・遠隔地の就業者に配慮した面接方法の工夫(Skypeによる面接の実施等）

考えられる未修者への配慮の例

・各法科大学院の求める学生像（アドミッション・ポリシー）に応じた特定

分野（理系学部等）からの入学者を選抜するための枠の設定

・法的な思考力・表現力等を適確に評価するための長時間の口述試験の実施

・各法科大学院の養成したい法曹像に応じた、社会人経験の評価

(参考2）法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムにおいて社会人を対象とし

た教育に取り組んでいる例

○北海道大学

知的財産法分野での専門性の高い法曹等の養成を実現するため、法科大（
学院での高度な知的財産法教育に注力しつつ、 弁理士、弁護士等の企業法

関,､者の知的財産法分野のリカレント教程 をさらに推進するため、サマ
1■■■■■■■■■■■■■

－セミナー（法科大学院の科目としても単位化）を実施 ◎

○神戸大学

国際的視点を有する法律実務家の養成に向け、若手法曹に対する展開先

端科目のリカレント教育や海外ロースクールLLM等への若手法曹の派遣、

中堅法曹に対する高度に専門的なビジネス・ロー教育等を実施。

(内繍■値通)■■■■､ (淵■■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘

(〃
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厨天国
平成31年4月24日（水）衆・文部科学委員会

笠浩史氏（未来）

問想定1 予備試験の在り方について、大臣の見解如何。

（同旨法務省政府参考人）

(答）

1 ．平成27年6月の政府の法曹養成制度改革推進会議決定

においては、予備試験の在り方について、 「平成30年度（
までに行われる法科大学院の集中改革の進捗状況に合わ

竺二､法務省において、予備試験の本来の趣旨に沿った者
の受験を制約することなく、かつ、法曹養成制度の理念を

阻害することがないよう、必要な制度的措置を講ずること

を検討する」とされています。

2文部科学省としては、今回の法科大学院改革をしっかり

と進めることが最優先であり、予備試験については、その
■■■■■■■■■■■■■■■

実施状況等を踏まえ、法務省において必要な検討が行われ

るべきものであると考えております。
（

1



(更に問われた場合）

1 ．予備試験は､遷済的事情や既に実社会で十分な経験を積
んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者に

も法曹資格取得のための途を確保するためのものであり、

そのような制度趣旨を踏まえれば､制度自体の必要性はあ

ると認識しています。

2文部科学省としては、法曹を志望する有為な若者が安心
■■I■■■■■■■■■

して法科大学院に進学することができる環境を整え苞た
め、法曹となろうとする者に必要とされる学識・能力（司

ｒ
、 法試験に合格するために必要な学識･能力）茸培うための
教育を含め、法科大学院教育の充実を図ることが最優先で

あり、 ､今回の法科大学院改革をしっかりと進めてまいりま
す。

【担当淵高轍鯛専門鮪課長小幡瓢(内線)■値通)■■■■(淵■■■
(＝

2


